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い新会計基準とは整合性はないのではないかと思われます。 

ついては、公益事業を実施している社会福祉法人においては、定款第１６条との関

係では定款を変更するのでしょうか。また、定款準則第１６条備考の表記は今後変更

されるのでしょうか。 

 

Ａ 定款準則の（特別会計）についての条文は、定款変更は不要と考えています。ま

た、備考の表記についても、変更の予定はありません。 

新会計基準では、社会福祉法第２６条第２項を受けて特別の会計の設定として公益

事業区分として経理するのですが、社会福祉事業と一体的に行われている場合は、社

会福祉事業区分に計上することができるとなっています。 

 

 

                               

               

                    


